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研究成果の概要（和文）：本研究では、労働法の適用対象者である「労働者」の判断基準を明らかにするために、（ア
）労働者概念の統一（単一）性又は相対性、（イ）雇用契約と労働契約の異同、（ウ）労働者と自営業者との間の中間
概念の要否、（エ）法解釈方法論に基づく労働者概念の検討及び（オ）社会保険法・税法等の隣接する法分野における
労働者概念、について、主にドイツ法との比較法研究を行った。本研究期間において、これらすべての点について、十
分な検討を行い、試論を完成するまでには至らなかったが、いくつかの論文を公表することができた。さらに、本研究
では、労働契約における様々な論点について、EU法・ドイツ法の最新の動向を研究した。

研究成果の概要（英文）：The aim of my research is to establish criteria of a “worker”, to whom the 
Labor and Employment Law should be applied. Concretely, the following topics are examined; 1. uniformity 
or relativity of the notion of the “worker”, 2. difference between employment contract and labor 
contract, 3. necessity of a third category between a worker and a self-employed, 4. nature of the notion 
of a “worker” and 5. notions of a “worker” in another Law, for example, the Social Security Law and 
the Tax Law. During the period of research some articles are published, but my theory cannot be 
completed. Furthermore, various problems of the employment contract are examined, especially the 
development of the EU and the German Labor Law are pursued.

研究分野： 労働法
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１．研究開始当初の背景 
（1）正規雇用と非正規雇用の格差 
近年のもっとも重要な労働法上の課題は、

正規雇用と非正規雇用の格差の是正であろ
う。平成 23 年の本研究開始前後には、労働
者派遣法案が平成 20 年に提出され、政権交
代後の平成 21 年に改めて改正案が出される
など、労働者派遣のあり方が重要な政治的論
点となっていた。また、平成 22 年 9 月に厚
労省が取りまとめた今後の有期労働契約の
あり方に関する研究会報告書が注目を集め
ていた。研究代表者は、上記の派遣法および
有期雇用法制の見直しに関する厚労省内の
検討に参画する機会に恵まれたが、ヨーロッ
パ諸国の法規制と比較して、日本の法規制は
非正規労働者の保護に乏しく、非正規雇用法
制を強化する必要性を感じた。他方で、雇用
システムの異なるヨーロッパの法規制をそ
のまま日本に導入することについては慎重
に検討せざるを得ず、雇用システム・労働法
制の全般にわたる比較法的研究の必要性を
認識した。 
 
（2）労働者概念の問題  
労働者概念の問題は、労働法の適用される

労働者と労働法の適用されない自営業者と
の境界画定の問題であるが、これは、上記の
非正規雇用の問題の延長線上にある問題で
もある（図を参照）。すなわち、労働法の保
護を完全に享受しうる正規雇用と不完全に
しか享受できない非正規雇用のほかに、まっ
たく享受しえない自営業者というような類
型化が可能である。本来、自営業者は労働法
上の保護を必要としない者であるが、実際に
は、経済的・社会的状況において労働者にき
わめて近いといえる自営業者が少なくない。
かかる自営業者に必要な労働法上の保護を
与えるためには、労働者であるという性質決
定をしなければならない。そのために労働者
の定義をいかに行うべきか、具体的な判断基
準をいかに定立すべきかが、労働者概念の問
題である。 
 現在、上述したとおり、非正規雇用法制を
強化する方向で、現在の法規制が見直され、
立法化が検討されているが、仮にこのような
正規雇用と非正規雇用の格差の是正が進む
と、非正規雇用を含む労働者と労働者ではな
い自営業者（非労働者）との相違（労働法上
の保護を受けられるか否かのギャップ）がま
すます顕著になることになる。人件費を削減
したい企業は、ますます、労働者を雇用する
のではなく、委託ないし請負という名目で、
自営業者からの役務提供を求めるようにな
るかもしれない。労働者の概念は、労働法の
適用範囲を決定するという問題であるので、
労働法の意義を問う根本問題であるが、かか
る古典的テーマが現在の立法の展開におい
て、改めて問われているというべきであろう。 
 

 

 
 

図：労働者概念の労働法における位置づけ 
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２．研究の目的 
本研究は、労働契約法上の諸問題について

幅広く検討を続けつつ、研究代表者がこれま
で主要な研究テーマとして行ってきた、労働
者概念に関する考察をさらに深めることを
目的とする。とくに、近年、新たな裁判例の
登場により、労働者概念に対する学説の関心
が改めて高まっているが、この問題について
これまでの研究をまとめ、一定の試論を示す
ことを目的とする。具体的には、比較法で得
た知見を踏まえて、労働者の判断基準を明確
化し、解釈論で対応できない課題については、
立法論を行う。 
 
３．研究の方法 
 研究方法として、比較法研究を用いる。主
な比較法の対象国は、EU 法及びドイツ法で
ある。最近の EU 法・ドイツ法における労働
法上の問題を幅広く研究し、ヨーロッパの最
新動向を踏まえつつ、労働法の人的適用範囲
の問題である労働者概念について考察を行
う。また、労働者概念の検討にあたっては、
法律学における概念ないし法解釈の手法自
体の考察が不可欠であるので、法解釈学およ
び法哲学の議論も踏まえて、労働者概念の定
義およびその判断基準の定立を試みる。さら
に、労働者概念は、労働法の根本概念である
ので、その検討は、労働法の歴史を振り返る
ことでもある。なぜ、労働法ないし労働契約
という概念が生成したのか、労働立法の展開
を負いつつ、伝統的な、民法上の役務供給契
約との異同に関する検討も行う。 
 
４．研究成果 
（1） 労働者概念の研究 
 労働者の判断基準を定立することを目的
とする本研究では、具体的には、（ア）労働
者概念の統一（単一）性又は相対性、（イ）
雇用契約と労働契約の異同、（ウ）労働者と
自営業者との間の中間概念の要否、（エ）法
解釈方法論に基づく労働者概念の検討及び
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（オ）社会保険法・税法等の隣接する法分野
における労働者概念との異同、を検討課題と
して掲げ、主にドイツを比較法対象国として
検討を行ってきた。そして、本研究年度にお
いて、（ア）(イ)（ウ）（エ）については、一
応の検討を行い、論文を公表することができ
たが、（オ）については、まだ十分に検討で
きていない。また、論文も主にドイツ法の検
討をまとめたものであって、まだ労働者概念
に関するこれまでの検討を踏まえて、日本法
における労働者概念の判断基準について試
論を提示する段階には至っていない。 
 以下では、本研究期間で得られた具体的な
成果について、記述する。 
 
① 労組法上の労働者性（下記 5 の⑧⑬） 
本研究課題を開始した平成 23 年 4月には、

労組法上の労働者性に関する最高裁判決が
出され、労働者概念の問題は、学界でもっと
も議論される論点となっていた。研究代表者
は、平成 23 年 5 月 15 日の労働法学会で、こ
の問題について鎌田耕一教授（東洋大学）、
中窪裕也教授（一橋大学）及び川田知子教授
（中央大学）とともに、「個人請負・委託就
業者の法的保護」というミニシンポジウムを
行い、報告する機会を得た。 
ここでいう委託就業者とは、業務委託契約

に基づき、自己の労働者を雇用することなく、
自ら、委託者に労務を供給する者を意味する。
裁判例では、メーカーの顧客に対して当該メ
ーカーの製品のメンテナンスサービスを提
供する委託就業者について、その労働組合法
上の労働者性を肯定した中労委命令を覆し
た高裁判決が 2 件（INAX メンテナンス事件・
東京高判平成 21・9・16 労判 989 号 12 頁、
ビクターサービスエンジニアリング事件・東
京高判平成 22・8・26 労経速 2083 号 23 頁）
出され、労働法学界において非常に注目を集
めていた。このような状況において、同じく
委託就業者に該当するバイシクルメッセン
ジャー（自転車で封書等を運搬する業務を受
託した者）の労組法上の労働者を肯定した中
労委命令（平成 22・7・7）は、注目すべき一
般論を展開している。同命令は、労組法上の
労働者性の独自性と判断基準の明確化を試
みており、「事業組織への組み入れ」を中心
的な基準として打ち出した。かかる「事業組
織への組み入れ」という表現自体は、労組法
上の労働者性に関する先例である CBC 管弦
楽団労組事件（最一小判昭和 51・5・6 民集
30 巻 4 号 437 頁）において、最高裁自身が用
いており、新しいものではないが、最高裁判
決では、かかる表現に独自の意味が認められ
るのかはっきりしないところ、中労委は、「事
業組織への組み入れ」を労組法上の労働者性
の中心的な基準として、労基法上の労働者と
の違いを強調するために、打ち出したものと
いえる。 
 このようななかで、最高裁は、平成 23 年 4
月 12 日に前記 INAX メンテナンス事件にお

いて労組法上の労働者性を肯定する判決を
出した（労判 1026 号 27 頁）。最高裁は、高
裁判決を覆し、結論として、中労委の見解に
従ったが、中労委の労組法上の労働者性の判
断基準を全面的に支持したといえるのかど
うかについては明確ではない。 
研究代表者は、最高裁判決を検討し、「事

業組織への組み入れ」が独自の判断基準にな
るのかについて、消極的な見解を示し、労基
法上の労働者性との異同については、イギリ
ス法を手掛かりに、判断基準ではなく、判断
手法（判断基準の事例へのあてはめ）の相違
にとどまり、なお判断基準が不明確である点
が課題であるが、ドイツのロルフ・ヴァンク
教授の提唱する「事業者のリスクの自発的引
き受け」の有無という判断基準の下に、伝統
的な労働者性の判断基準である指揮命令拘
束性の諸要素を評価するという判断方法が
日本の労組法上の労働者性の判断において
も有用ではないかという指摘を行った。 
事業者性（機械・器具の負担関係、報酬の

額など）の有無は、従来から労基法上の労働
者性の判断要素として言及されてきた要素
であるが、ビクターサービスエンジニアリン
グ事件最高裁判決（最 3 小判平成 24・2・21
民集 66 巻 3 号 955 頁）及び同差戻審判決（東
京高判平成 25・1・23 労判 1070 号 87 頁）に
よって、事業者性は「自らの独立した経営判
断に基づいてその業務内容を差配して収益
管理を行う機会が実態として確保されてい
たか」否かと定式化されたうえで、労組法上
の労働者性を否定する「特段の事情」として
位置付けられることとなった。そして、同判
決における事業者性の判断においては、具体
的な指揮監督の有無及び時間的・場所的拘束
性が検討され、事業者と労働者が対比される
概念であることが明らかになったといえる。 
  
② 労働者概念の特質（下記 5の⑳） 
 ドイツ法では、労働者（Arbeitnehmer)の概
念は、「類型概念」（Typusbegriff）であるとい
う表現が判例において、しばしば用いられて
いる。類型概念とは、日本では必ずしもなじ
みがあるとはいえない用語であるが、ドイツ
では、法律学の概念について、概念を構成す
る諸要素が必ず存在しなければならない「階
層概念」（Klassenbegriff）と対比される形で、
概念を構成する諸要素がすべて必ず存在す
る必要はなく、また諸要素の充足の判断も、
それらの諸要素の「存否」ではなく、「比較」
の観点が含まれる概念として、伝統的に理解
されてきた。そして、労働者の判断要素とさ
れてきた、具体的な指揮監督の有無及び時間
的・場所的拘束性等の判断要素の充足の判断
は、まさに、必ず考慮されるべき要素がある
とはいえず、またそれらの判断要素の「存否」
というよりは、「程度」が問題になる点で、
類型概念の典型であると理解されてきた。他
方で、法の適用においては、労働者であれば
労働法が適用されるが、労働者でなければ労



働法が適用されないという点で、「労働者」
か否かは二者択一的であって、労働者性の程
度が問題になるわけではない。そうであるな
らば、労働者概念は、やはり階層概念である
ともいえる。 
 類型概念は、社会学でも用いられており、
マックス・ウェーバーの「理念型」（Idealtyp）
に由来する概念である。ウェーバーは、事物
を客観的に把握するために、「理念型」を想
定し、「理念型」との異同によって、現実に
存在する事象を位置づけることを提唱した。  
 以上の類型概念をめぐる議論は、労働者の
判断基準の明確化に直接つながるものでは
ないが、労働者の典型像というべき工場労働
者から抽出された労働者性の判断要素の充
足の判断においては、「理念型」との距離を
測る作業、すなわち存在論的な思考と同時に、
問題となった法規を適用すべきか否かとい
う目的論的な思考が共存しているといえる。 
 
③ 労働者と自営業者との間の中間概念（第

3 のカテゴリー）の可能性（下記 5 の⑰
⑱） 

 労組法の労働者性は労基法の労働者性よ
りも広いと解されているが、労組法の労働者
ではあるが、労基法の労働者であるとはいえ
ない者を「準労働者」として、労働者と自営
業者の中間に位置する就労者として、位置づ
けられないかが問題となる。 
 ドイツでは、すでに労働法が生成したワイ
マール時代において、「労働者類似の者」と
いう中間概念が 1926 年の労働裁判所法に設
けられ、実定法上の概念となっていた。「労
働者類似の者」の典型は、営業法は適用され
ないが、特別法が制定され、安全衛生等の保
護を認めていた家内労働者であった。しかし、
その後、「労働者類似の者」という一般的な
中間概念が発展したとは必ずしもいえず、こ
の概念の有用性には疑問が残る。 
 ドイツ以外にも、同様の第 3のカテゴリー
を有する国もあるが（イギリス、イタリア、
スペイン）、EU 法上は、とくに相当する概念
はなく、「労働者」（worker）概念は、問題と
なった規範に応じた相対的な概念であると
しつつも、異なる規範の適用が争われた先例
を引用するという解釈方法が用いられてい
る。EU 司法裁判所の判断方法を理論的に明快
に説明することは困難であるが、EU 法上の労
働者概念は、各々の外延には幅があるものの、
基本的には、指揮命令拘束性を判断基準とす
る、同一の概念であると解されているといえ
る。 
 EU 法に基づく最近のドイツの労働立法で
は、労働者と労働者類似の者の概念の上位概
念として、就労者（Beschäftigte）という概念
が用いられるようになっている。 
 EU 法の動向から、労働者と自営業者との間
の中間概念（「準労働者」）を構築する有用性
は乏しく、労組法及び労基法上の労働者概念
は、外延には幅があり、完全には一致しない

ものの、指揮命令拘束性を判断基準とする基
本的には同一の概念であると解すべきでは
ないかと考えるのが妥当である。しかし、概
念の相対性と判断基準の同一性という主張
は、一見矛盾する。研究代表者は、類型概念
の議論によって、この矛盾を説明できるので
はないかと考えているが、具体的な現行法に
則した一層の理論化を図ることが今後の課
題である。 
 
（2）その他の労働（契約）法に関する研究 
 その他、労働法の最近の課題について、検
討を行い、論文を公表した。検討したテーマ
を大別すると、（ア）非正規雇用（下記 5 の
①⑤⑥⑭⑮）、（イ）事業再編における労働法
上の問題（②⑯㉑）及び（ウ）雇用政策（⑦）
に分類できる。EU 法の最新動向については、
（エ）雇用差別の問題（④⑨⑩）も扱った。
これらは、判例評釈・解説といった短い論稿
を含むが、今後の労働法制のあり方につなが
る労働者概念の研究を深めるうえでも、最近
の重要な労働法上の課題について理解を深
めることは不可欠であった。 
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